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 開  会  

 議  長  総務課長 

 総務課長  おはようございます。 

 １２月定例会開会にあたりまして、ここにご出席の皆さんとご一緒に町民憲章の

朗読を行いたいと思いますので、恐れ入ります、ご起立をお願いいたします。 

 私が一つと申し上げますので、その後に本文の朗読、ご唱和をよろしくお願いい

たします。 

 それでは、よろしくお願いします。 

 町民憲章 

 一つ、私たちは、豊かな自然に満たされた筑前町をつくります。 

 一つ、私たちは、伝統と文化を守り育てる筑前町をつくります。 

 一つ、私たちは、平和を願い、命を大切にする筑前町をつくります。 

 一つ、私たちは、人を思いやり、共に支え合う協働の筑前町をつくります。 

 一つ、私たちは、こどもが元気で健やかに育つ筑前町をつくります。 

 一つ、私たちは、健康で希望に満ち、活気と笑顔あふれる筑前町をつくります。 

 どうもご協力ありがとうございました。 

 ご着席ください。 

 議  長  田頭町長 

 町  長  おはようございます。 

 議会開会に先立ちまして、ワンヘルス推進宣言をこの会場でさせていただきたい

と思います。 

 新型コロナウイルス感染症をはじめ、人と動物の双方に感染する人獣共通感染症

は、人口増加、都市化や農耕による森林開発など土地利用の変化に伴う生態系の劣

化や、地球温暖化をはじめとする気候変動等によって人と動物との関係性が変化し

たため、野生動物が持つ病原体が人にも感染するようになったとされています。 

 このような状況に対応するためには、「人と動物の健康と環境の健全性は一つ」と

捉えるワンヘルスの理念に基づく、各分野にまたがる総合的な取り組みが求められ

ています。 

 福岡県では全国に先駆けて令和２年１２月に「福岡県ワンヘルス推進基本条例」

を制定し、人と動物の健康及び環境の健全性を一体的に守るための六つの基本方針

を定めました。さらに、令和４年３月には、ワンヘルス推進のため、県民、事業者、

自治体等関連団体の役割を示した「福岡県ワンヘルス推進行動計画」が策定されま

した。 

 本町では、「緑あふれる豊かで便利なとかいなか」のまちづくりを推進し、先人た

ちが築いた豊かな風土を継承していくため、下記の事項に取り組み、ワンヘルスを

推進することをここに宣言します。 

記 

 １ 福岡県ワンヘルス推進行動計画の取り組みに連携協力し、ワンヘルス実践施

策を積極的に推進します。 

 ２ 町民へのワンヘルス周知に努め、理解の促進を図り、その実践行動に対し必

要な支援を行います。 

 令和６年１２月６日、筑前町長 田頭喜久己 

 以上でございます。 

 議  長  それでは、改めまして、おはようございます。 

 本日の出席議員は１４人につき、定足数に達しております。 

 ただいまから、令和６年第４回筑前町議会定例会を開会いたします。 



2 

 

 これから本日の会議を開きます。 

（１０：００） 

 日程第１  

 議  長  日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２４条の規定により、 

 １２番 河内直子議員及び１３番 寺原裕明議員を指名いたします。 

 日程第２  

 議  長  日程第２「会期の決定について」を議題とします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日１２月６日から１３日までの８日間としたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 議  長  異議なしと認めます。 

 したがって、本定例会の会期は、本日から１３日までの８日間と決定をいたしま

した。 

 日程第３  

 議  長  日程第３「諸般の報告」を行います。 

 まず初めに、総務建設常任委員会の活動報告を求めます。 

 総務建設常任委員会委員長 

総務建設常任

委員長 

 皆さん、おはようございます。 

 総務建設常任委員会の令和６年度活動報告を今からいたします。 

 当委員会では、地域における様々な問題を取り上げ、行政に反映するように調査

研究を行い、地域住民の負託に応えることを主眼として様々な意見を出し合い、本

年度の活動方針を決定いたしました。 

 まず、一つ目のテーマは、多面的機能支払制度についての調査研究です。 

 これは、平成１９年に発足しました農地・水・環境保全向上対策と言われていて、

通称農地・水で皆さんには知られております。これが平成２６年度に改正され、現

在の多面的機能支払制度の名称になっております。この中で、近年、課題として見

えてきたのが資源向上支払に関する事案でございます。 

 農地基盤制度から既に５０年が経過し、農用地に関係する水路やのり面などの傷

みが進んでおります。補修のため、長寿命化としての工事の補助を申請するのです

けれども、１工事あたりの金額が２００万円までとなっていることから、今回の資

材高騰や工事金額の増加により、計画区域の工事が完了できない事案が多くなって

いるようです。しかも、継続で工事する場合の補助は次の５年後になるということ

から、関係組織の悩みとなっております。 

 当委員会では、この問題の把握のため、当町で申請されている３５の組織にアン

ケート調査を実施いたしました。 

 その結果、１工事２００万円の限度額及び継続工事の場合、工事は５年ごと、複

数年にまたがることとなってしまうということです。このようなことから、長寿命

化の申請を諦める地域も出てきているようです。 

 また、地元施工型として実施する地域も出てきている現状から、この問題は国に

要望書という形で訴えていこうと考えております。 

 次に、本年度の研修視察２件の報告をいたします。 

 最初に、本年１０月、地域公共交通の現状と課題ということで、チョイソコちく

ちゃんでございますけれども、これの利便性の向上をさらに進めることを目的とし

て、愛知県刈谷市にあります株式会社アイシンを視察いたしました。ここは予約に
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よる経路や乗降場所を変更することができるデマンド型交通システムを開発し、「チ

ョイソコ」として全国展開をしている会社です。 

 この視察の中で、２件の気になる項目が見つかりました。 

 １件目が、停留所に指定している大型店舗や医療機関などから助成金を頂き、運

用の際の補助とすることです。現在、当町ではそういうことはやっておりません。 

 それから２件目が、町外の駅や医療機関を目的地にすることです。短時間であれ

ば地区外乗り入れの条件をクリアすれば可能となるとのことで、視察先から案内さ

れた市町村もこれを実施されておりました。 

 これらのことを関係部局と情報を共有しながら、さらに研究していきたいと思っ

ております。 

 もう１件が、滋賀県野洲市におけるコミュニティの現状ということで視察を行い

ました。 

 本町では、平成１９年にコミュニティ設置の推進計画が作成されて以後、南部５

区以外ではいまだ設置されておりません。本町推進の足がかりをつかめればとの目

的で訪問が決まりました。 

 野洲市まちづくり基本条例第１条の目的には、次のことが宣言されていました。

「市民の知恵や力をまちづくりに生かすことにより、人権と環境を土台に生きる意

味が実感できる自立した地域社会の実現を図ることを目的とする」と記載されてい

ます。 

 自治会連合会には９２の自治会が参加していました。野洲市の自治会組織は小学

校区単位で、大きく７学区で形成されており、９２の自治会がそれぞれの学区単位

に加盟しています。 

 野洲市では、市民部の協働推進課が各自治会組織の運営推進にするための全ての

施策を計画し、予算化して実施しておりました。 

 一方、自治会は地域の住民が相互に協力し、連携して、自分たちの住むまちをよ

くする組織と定義されており、また、野洲市の基本方針は、地域を単位とした自治

会活動はまちづくりの要であり、協働のまちづくりを推進する上での重要かつ基本

のパートナーと考えております。 

 これらのことを参考に、本町の各自治体単位でのコミュニティ設置を推進するこ

とは、本町のまちづくりの基本を形成する要となることだと痛感した訪問となりま

した。この理念を基に、関係部局と協議しながら推進していく必要性を考えていま

す。 

 最後に、次の議会報告会では、これらの事案を研究し、深めて発表していきたい

と考えております。 

 以上で、総務建設常任委員会の令和６年度活動報告を終了します。 

 議  長  報告が終わりました。 

 続きまして、文教厚生常任委員会の活動報告を求めます。 

 文教厚生常任委員会委員長 

文教厚生常任

委員長 

 おはようございます。 

 文教厚生常任委員会から、１１月１１日から１３日にかけて、東京都北区、大田

区、世田谷区と広域にわたり視察研修を行いましたので、研修報告をいたします。 

 まず最初に、味の素ナショナルトレーニングセンターの見学を行いました。 

 ここでは、我が国におけるトップレベルの競技者の総合的な向上を図るトレーニ

ング施設であり、オリンピック競技とパラリンピック競技のさらなる共同利用化を

図るための施設で、また、ジュニア競技者の育成など、長期的な強化事業としてア

スリートヴィレッジ（宿泊施設）もありました。今年行われましたオリンピック、
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パラリンピックで数多くのメダルを獲得したのも分かるような気がしました。 

 スポーツの盛んな筑前町の子どもたちの中からも、ここで育ってくれる子が出て

くるといいなというふうに思いました。ちなみに、オリンピックに２回出場された

池松和彦議員もこの施設で練習をされたそうでございます。 

 ２日目は、筑前町山隈区出身で大田区の区議会議員をされている椿区議の紹介で、

日本で最初に子ども食堂を始められた、「気まぐれ八百屋だんだん」及び大田区立池

上図書館、障がい者総合サポートセンター「さぽーとぴあ」の視察を行いました。 

 紹介していただいた椿区議はバイタリティーにあふれた方で、地域の活性化のた

めにいろいろなイベントを計画されており、本町の大刀洗平和記念館からパネルを

借用されての平和事業や、こども天国のネーミングで、道路を大きなキャンパスに

見立てて思い思いの絵や落書きを描くなど、私たちの思いもつかない事業を紹介し

ていただきました。平和事業の取り組みは今後も大刀洗平和記念館との連携をとり

ながら続けてほしいものであります。 

 １２年前に設立された子ども食堂だんだんでは、毎日１２０食の弁当を作られて

おり、子どもたちを応援するイベントや、子どもだけではなく、赤ちゃん連れのお

母さんや近所のおばあちゃんも利用されており、人っていいなと説明された代表の

近藤さんの思いに感動しました。 

 大田区立池上図書館では、カフェ「スタバ」が併設をされており、コーヒーを持

ち込むこともできる図書館を視察いたしました。事前に予約をした本が簡単な操作

で受け取ることができる予約本自動受取機があり、利用者のことを考えた、充実し

た図書館であると実感しました。 

 次に、障がい者サポートセンターさぽーとぴあでは、様々な障がいのある方を総

合的に支援する拠点施設であり、発達障がい児支援、重症心身障がい児の短期入所、

就労支援、障がいのある方が地域で暮らしていくための訓練などが行われており、

障がいのある方の様々な相談を引き受けている先進的な施設でございました。 

 ３日目は、世田谷区にある松沢小学校を視察いたしました。 

 この学校は、共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの構築のため

の特別支援教育の充実を目指す学校で、知的障がい学級、肢体不自由学級と通常学

級の子どもたちが同じ場で学ぶ学校です。 

 特別支援学級の子どもも障がいの程度により通常学級に移る子どももいて、今後

は、保護者の思いや子どもたちが選べる学校、同じ場で学ぶ環境づくりを行うこと

により、一人ひとりを大事にする当たり前の教育の推進に向け努力することを学び

ました。 

 この研修を通して学ばせていただいたことを今後の議員・議会活動に生かしてい

きたいというふうに思っております。 

 以上で、文教厚生常任委員会の視察研修の報告を終了させていただきます。 

 どうもありがとうございました。 

 議  長  続きまして、議会広報特別委員会の活動報告を求めます。 

 議会広報特別委員会委員長 

議会広報特別

委員長 

 おはようございます。 

 議会広報特別委員会の活動報告をいたします。 

 議会広報紙「うぐいす」第７３号では、ＪＡとまとカフェを立ち上げられた方と

５名のボランティアの方々を表紙にいたしました。認知症の人々やその家族、孤立

しがちな高齢者等の集いの場として、地域住民の方と交流を深められております。 

 裏面には、東小田小学校２年生１０３名の生徒さん、生活科の町たんけんの一環

として議場見学の様子を掲載。 
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 第７４号では、表紙は町内で活動されている和太鼓の一部の団体、「燎原太鼓」と

「筑前太鼓和奏」の皆さんです。燎原太鼓さんは太鼓を通じて、いじめ・差別のな

い社会をつくることを目的として、１９８６年に発足。筑前太鼓和奏さんは、太鼓

を通じて、子どもたちの人格形成、健全な心身育成、地域活性化を目的として２０

２３年に発足されました。 

 また、９月議会では決算審査特別委員会が開催されましたので、１１８項目にわ

たる質問の一部を掲載。 

 さらに、議員活動として、筑前町シニアクラブの方々との意見交換会、東峰村議

会との研修会、文教厚生常任委員会の町内視察研修などを掲載しております。 

 いろいろな世代の方が広報紙を手に取っていただけるよう、また、情報を分かり

やすく伝えることができるよう、委員会一同取り組んでまいります。 

 これで、議会広報特別委員会の活動報告を終わらせていただきます。 

 議  長  報告が終わりました。 

 日程第４  

 議  長  日程第４「町長のあいさつ及び提案理由の説明」を求めます。 

 田頭町長 

 町  長  改めまして、おはようございます。 

 本日は、令和６年第４回定例会を招集しましたところ、全員ご出席いただきあり

がとうございます。 

 はや２０２４年も師走を迎え、１２月の議会定例会となりました。 

 本年は、元旦の能登半島地震や羽田空港の飛行機事故など、痛ましいニュースか

ら始まる年となりました。また、東京都知事選挙、衆議院議員総選挙、さらにはア

メリカの大統領選挙と、時代に変化をもたらす選挙の年であり、政治経済など大き

な社会情勢変動の１年でもありました。一方で、２０年ぶりの新紙幣の発行や、パ

リオリンピック・パラリンピックの開催、メジャーリーグ大谷選手の活躍など、明

るい話題も多い１年でもありました。 

 本町においても、筑前町の秋の風物詩となった巨大わらかがしの通算１０作目と

なる今回は、筑前若者会中心に、「ゴジラ－１.０」を製作いたしました。これはギ

ネス世界記録にも認定され、様々なメディアに取り上げられ、このことから町内外

から多くの来場者があり、筑前町のイメージアップに大いに貢献しています。１１

月だけでも１２万人からの見学者があったとされております。 

 このようなことからも、本町の人口は増加傾向であります。１２月１日現在、住

民基本台帳人口によりますと３万７８１人となり、昨年同時期より３４３人の増加

です。 

 人口増は消費経済等の拡大により、町の活力が増します。この人口増加に対する

町の取り組みとして、待機児童の発生や学校の教室不足に対応するため、学童保育

や認可保育所のための補助、さらに教室増築工事を実施しております。 

 また、防災の観点から、ため池の整備、さらに、世界紛争が続く中、平和を願う

町として、物言わぬ語りべとも言われる掩体壕を戦跡広場として整備するなど、町

民の皆様にとって住みよく誇りの持てるまちづくりを進めているところでございま

す。 

 さらに、筑前町は来年３月に合併２０周年を迎えます。合併から地方創生へと取

り組んできた２０年を振り返る年でもございます。この記念すべき年をさらに飛躍

を目指す町として後世へ引き継いでいく契機としなければなりません。 

 特に今年は、「とかいなか」の町ならではの取り組みとして、本町で生産される新

米を年内に全町民に配付する準備を進めているところでもございます。 
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 このように、町では活力の源である人口は増加しておりますが、現状に満足する

ことなく、さらに発展させていこうとする住民の方々の気風を覚えます。これも住

民、議会、職員の三位一体のたゆまぬ努力の成果だと思い、この場で改めてお礼を

申し上げます。 

 それでは、本日提案します議案等９件の提案理由の説明を申し上げます。 

 報告第７号、専決処分の報告につきましては、地方自治法第１８０条第１項の規

定により専決処分した損害賠償について報告するものです。 

 内容としましては、令和６年８月２０日に福岡市東区内において、派遣職員が運

転する公用車と往来中の車両が出会い頭に接触した事故で、専決処分事項の指定に

該当することから、１０月１８日付で専決処分をしたものです。 

 承認第９号、専決処分を報告し承認を求めることにつきましては、三輪小学校給

食調理室真空冷却器を取得するにあたり、物品売買契約を締結する必要が生じまし

たが、町議会を招集する時間的余裕がなかったため専決処分したものです。 

 承認第１０号、専決処分を報告し承認を求めることにつきましては、筑前町全町

民を対象とした配付用新米を取得するにあたり、物品売買契約を締結する必要が生

じましたが、町議会を招集する時間的余裕がなかったため、専決処分したものです。 

 議案第５４号、筑前町廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例の一部を改正

する条例の制定につきましては、使用済み紙おむつリサイクル事業を実施するにあ

たり、紙おむつ用指定袋の手数料を規定する必要が生じたため、町議会の議決を求

めるものです。 

 議案第５５号、筑前町刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理

に関する条例の制定につきましては、刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一

部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律が、令和７年６月１

日に施行されるにあたり、関係条例を整理する必要が生じたため、町議会の議決を

求めるものです。 

 議案第５６号、筑前町公共施設使用料のオンライン決済導入に伴う関係条例の整

理に関する条例の制定につきましては、公共施設使用料のオンライン決済を導入す

るにあたり、料金体系及び金額の改正をするほか、施設の運用の実態を踏まえ、関

係条例を整理する必要が生じたため、町議会の議決を求めるものです。 

 議案第５７号、令和６年度筑前町一般会計補正予算（第６号）につきましては、

補正額１０億１,１９９万円を増額し、補正後の歳入歳出予算総額をそれぞれ１７０

億５,４５６万４,０００円とするものです。増額補正する主なものは、養豚場建設

補助金を交付するための畜産の振興事業事務８億４,９５８万１,０００円、サービ

ス報酬改定に伴う自立支援給付のための障害者自立支援給付費事業５,４４２万２,

０００円などを追加するものです。 

 議案第５８号、令和６年度筑前町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）に

つきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,５２５万１,０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５億６,２２３万９,０００円とす

るものです。 

 議案第５９号、令和６年度筑前町水道事業会計補正予算（第１号）につきまして

は、現在の水道検針業務に係る３か年の契約が令和６年度末をもって終了すること

から、新たな契約締結のため令和７年度から令和９年度までの債務負担行為を定め

るものです。 

 以上が本日提案します議案等の提案理由です。 

 慎重にご審議をいただき、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。 

 なお、今会期中に追加議案の上程を予定していますので、このことにつきまして
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も、よろしくお願いいたします。 

 以上、開会にあたりましての挨拶と議案等の提案理由の説明とさせていただきま

す。 

 よろしくお願いいたします。 

 議  長  町長の提案理由の説明が終わりました。 

 日程第５  

 議  長  日程第５ 報告第７号「専決処分の報告について（福岡市東区地内での事故にか

かる損害賠償）」を議題とします。 

 報告を求めます。 

 財政課長 

 財政課長  議案書３ページをお願いいたします。 

 報告第７号「専決処分の報告について」 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同

条第２項の規定により報告する。 

 本日付提出、町長名でございます。 

 議案書の４ページをお願いいたします。 

 令和６年専決第９号、専決処分書 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 令和６年１０月１８日に専決処分したものです。 

 １ 事 故 名 福岡市東区地内での事故 

 ２ 事 故 発 生 日 令和６年８月２０日 

 ３ 事 故 の 相 手 方 福岡市内居住者 

 ４ 事 故 の 概 要 令和６年８月２０日福岡市東区内において、派遣職員

の運転する公用車と往来中の車両が出会い頭で接触し

たもの。 

 ５ 損 害 額 相手方４７万９,５２３円 

 ６ 損害賠償額（対物） ４３万１,５７１円です。 

 なお、賠償額につきましては、本町が加入しております全国自治協会の自動車共

済から支払い済みです。 

 以上で報告を終わります。 

 議  長  報告が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑ないようです。 

 これで本件の報告を終わります。 

 日程第６  

 議  長  日程第６ 承認第９号「専決処分を報告し、承認を求めることについて（三輪小

学校給食調理室真空冷却器購入に係る契約の締結）」を議題とします。 

 説明を求めます。 

 教育課長 

 教育課長  議案書の５ページをお願いいたします。 

 承認第９号「専決処分を報告し、承認を求めることについて」 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同

条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

 本日付提出、町長名でございます。 
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 提案理由は町長説明のとおりでございます。 

 議案書の６ページをお願いいたします。 

 令和６年専決第１０号、専決処分書 

 三輪小学校給食調理室真空冷却器購入契約について、地方自治法第１７９条第１

項の規定により、別添のとおり専決処分する。 

 令和６年１０月２９日、町長名です。 

 １ 取得する財産 三輪小学校給食調理室真空冷却器 

 ２ 契約の方法 指名競争入札 

 ３ 取 得 価 格 ７５２万４,０００円（内消費税額６８万４,０００円） 

 ４ 契約の相手方 福岡県福岡市博多区博多駅南５丁目９番２４号 

株式会社中西製作所九州支店 

支店長 小谷雅人 

 議案書７ページをお願いします。 

 入札結果表でございます。ご参照ください。 

 納入場所 三輪小学校給食調理室 

 納入期限 令和７年３月２１日でございます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 議  長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑ないようです。 

 これから討論を行います。 

 討論ございませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、承認第９号「専決処分を報告し、承認を求めることについて（三輪小

学校給食調理室真空冷却器購入に係る契約の締結）」を採決します。 

 本件について承認することに賛成の方は挙手願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、承認第９号は承認することに決定をいたしました。 

 日程第７  

 議  長  日程第７ 承認第１０号「専決処分を報告し、承認を求めることについて（筑前

町緊急物価高騰対策応援事業における配付用新米購入契約の締結）」を議題としま

す。 

 説明を求めます。 

 農林商工課長 

農林商工課長  議案書の８ページをお願いします。 

 承認第１０号「専決処分を報告し、承認を求めることについて」 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同

条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

 本日付提出、町長名でございます。 

 提案理由は、先ほどの町長説明のとおりでございます。 

 議案書の９ページをお開きください。専決処分書でございます。 

 令和６年専決第１１号、専決処分書 
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 筑前町緊急物価高騰対策応援事業における配付用新米購入契約の締結について、

地方自治法第１７９条第１項の規定により、別添のように専決処分する。 

 令和６年１１月６日、町長名でございます。 

 １ 取得する財産 筑前町緊急物価高騰対策応援事業配付用新米 

 ２ 契約の方法 随意契約 

 ３ 取 得 価 格 ６,２００万円 

 ４ 契約の相手方 福岡県朝倉市甘木２２１番地の１ 

筑前あさくら農業協同組合 

代表理事組合長 熊本廣文 

 補足になりますが、納入の場所、期限については、１２月１４日から１９日の間、

町内の３か所のカントリーエレベーターにて必要に応じた量を定期的に納品される

こととなっております。 

 以上、説明を終わります。 

 議  長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 木村議員 

 木村議員  金額なり数量は、ここに表れてない部分もあると思いますので、総額並びに総数

量、あと、人口に対して何割程度購入されたのか教えてください。 

 議  長  農林商工課長 

農林商工課長  お答えします。 

 こちらの契約分につきましては、農協分１００トン、６,２００万円でございます。

このほか、一般公募した２者、筑前町の業者はお米業者２者ございますので、こち

らが１０トン、１０トン、同金額ですので、６２０万円、６２０万円となっており

ます。 

 それから、全部で１４０トンとなっていますので、マックスで１５４トン、人口

分となりますので……。１０トン、１０トン、１２０トンですね、失礼しました。

１２０トンですので、今のところ８０％、全人口の８０％分を発注していることに

なります。 

 以上でございます。 

 議  長  ほかに質疑ございませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑、これで終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論ございませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、承認第１０号「専決処分を報告し、承認を求めることについて（筑前

町緊急物価高騰対策応援事業における配付用新米購入契約の締結）」を採決します。 

 本件について承認することに賛成の方は挙手願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、承認第１０号は承認することに決定をいたしました。 

日程第８～ 

日程第１３ 

 

 議  長  日程第８から日程第１３までを、会議規則第３５条の規定により一括議題としま

す。 
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 お諮りします。 

 一括議題とした日程第８ 議案第５４号から日程第１３ 議案第５９号までは、

議案の説明のみ行いたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 議  長  異議なしと認めます。 

 それでは、順次議案の説明を求めます。 

 まず最初に、環境防災課長 

環境防災課長  議案書、１１ページをお願いいたします。 

 議案第５４号「筑前町廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例の一部を改正

する条例の制定について」 

 標記の条例を別紙のとおり提出する。 

 本日付、町長名でございます。 

 提案理由は町長説明のとおりでございます。 

 １２ページの新旧対照表をお願いいたします。 

 今回の改正につきましては、使用済み紙おむつリサイクル事業を実施することに

伴い、新たに使用済み紙おむつ用袋を追加し、手数料を定めるものです。 

 新旧対照表左側、改正案の別表第１、一般廃棄物及び事業系一般廃棄物の区分に、

種別としてそれぞれ傍線部分の可燃ごみ（紙おむつ用）を追加し、１枚あたりの手

数料として一般廃棄物の小を１０円、事業系一般廃棄物の小を５０円、特小を３０

円とするものでございます。 

 附則として、この条例は公布の日から施行するものでございます。 

 以上で説明を終わります。 

 よろしくお願いいたします。 

 議  長  総務課長 

 総務課長  議案第５５号について、議案書１３ページをお願いいたします。 

 議案第５５号「筑前町刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理

に関する条例の制定について」 

 標記の条例を別紙のとおり提出する。 

 本日付、町長名でございます。 

 提案理由は町長説明のとおりです。 

 今回の条例の一部改正につきましては、令和４年６月１７日公布、令和７年６月

１日に施行される刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の

施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の法令改正により、刑罰で規定されてい

ます懲役及び禁錮が一本化されまして、新たな刑罰として拘禁刑が創設されたこと

に伴い、本町関係条例にある懲役及び禁錮を拘禁刑に改正するものでございます。 

 改正する関係条例につきましては、六つございます。 

 一つ目、１４ページ、筑前町議会の個人情報の保護に関する条例、二つ目、１５

ページ、筑前町個人情報の保護に関する法律施行条例、三つ目に、１６ページから

１７ページ、筑前町一般職の職員の給与に関する条例、四つ目に、１８ページ、筑

前町モーテル類似施設建築規制条例、五つ目に、１９ページ、筑前町消防団員の定

員、任用、給与、服務等に関する条例、最後、六つ目に、２０ページ、筑前町非常

勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の六つの条例でございます。 

 この六つの条文上にあります懲役及び禁錮を、法令改正に伴い、拘禁刑にまとめ

て今回改正するものです。 

 ２０ページから２１ページに、附則として、この条例は、刑法等の一部を改正す
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る法律の施行の日から施行し、併せて、条例の施行に伴い経過措置を設けているも

のでございます。 

 以上で説明を終わります。 

 よろしくお願いいたします。 

 議  長  財政課長 

 財政課長  今回の条例改正につきましては、公共施設使用料のオンライン決済導入に伴うも

のであることから、ＤＸ所管の財政課で一括して提案いたしますので、よろしくお

願いします。 

 それでは、議案書の２２ページをお願いします。 

 議案第５６号「筑前町公共施設使用料のオンライン決済導入に伴う関係条例の整

理に関する条例の制定について」 

 標記の条例を別紙のとおり提出する。 

 本日付、町長名でございます。 

 提案理由は町長説明のとおりです。 

 この条例は、提案理由のとおり、本年１０月１日から公共施設予約システムの運

用を開始しており、来年度には利用者の利便性向上を図るため、施設使用料のオン

ライン決済導入を目指しております。それに伴い、料金体系及び金額の改正をする

ほか、使用料以外にも施設の運用の実態に合わせた見直しも併せて行っているもの

です。 

 今回の条例は、関係する条例を一括改正するものであり、議案書２３ページから

が各施設等の条例改正案です。下線を引いている箇所が改正となります。 

 改正を行う条例名ですが、議案書２３ページをご覧ください。 

 第１条がめくばーる条例、次に、飛びまして２９ページ、第２条が農業者トレー

ニングセンター条例、さらに飛びまして３２ページ、第３条が公民館支館利用条例、

３４ページが、第４条コスモスプラザ条例、３９ページ、第５条が体育施設設置条

例、４０ページ、第６条がちくぜん少年大使館条例、４４ページ、第７条が男女共

同参画センター条例、そして最後に４８ページ、第８条が安の里公園ふれあいファ

ーム条例で、八つの条例を改正しようとするものでございます。 

 ４９ページ、附則に、この条例は令和７年４月１日からの施行とし、施行日以後

に許可を受けた使用料について適用し、施行日前に許可を受けた利用に係る使用料

については、なお従前の例によることとしております。 

 以上で説明を終わります。 

 続きまして、議案書５０ページをお願いいたします。 

 議案第５７号「令和６年度筑前町一般会計補正予算（第６号）について」 

 令和６年度筑前町一般会計補正予算（第６号）を別冊のとおり提出する。 

 本日付、町長名でございます。 

 別冊の令和６年度一般会計補正予算（第６号）をお願いいたします。 

 ３ページをお開きください。 

 令和６年度筑前町の一般会計補正予算（第６号）は次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１０億１,１９９万円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１７０億５,４５６万４,０００円とするも

のです。 

 第２条、債務負担行為の追加は、第２表債務負担行為補正による。 

 ７ページをお願いいたします。 

 第２表債務負担行為の追加補正につきましては、追加する事項として町長選挙執

行事務。期間、令和７年度まで。限度額、１,５２３万６,０００円。投開票日が４
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月１３日になったことから、投票用紙やポスター掲示などの契約について本年度前

倒しにするために、次年度計上の限度額として設定しております。 

 次に、図書館運営委託事業。期間、令和７年度から令和１１年度まで。限度額、

４億４２５万円です。めくばーる図書館・コスモス図書館の運営委託が本年度で終

了するため、新たに５年間設定するものです。 

 それでは、事項別明細書により、歳出から説明いたします。 

 給料、職員手当、共済費の職員人件費に関わる補正につきましては、本年度の人

事異動、共済費の増額等による補正であります。それぞれの説明は省略させていた

だきます。 

 また、燃料費高騰に伴う各施設の光熱水費の増額補正及び過年度補助金等返還金

につきましても説明を省略させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、１２ページをお願いいたします。 

 ２款１項２目文書広報費、補正額５２万５,０００円は、１０月からの郵便料金値

上げに伴う増です。 

 １３目多目的運動広場整備等基金費は、補正額１７万１,０００円の減額は、基地

交付金減額に伴う減です。 

 １８目観光振興基金費、補正額４１０万円は、宿泊税交付金増額に伴う増です。 

 ２３目平和記念館費、補正額２３３万４,０００円は、開館１５周年記念誌印刷代

１５万７,０００円の増及び記念館入り口自動ドア修繕料１４５万７,０００円の増

などによるものです。修繕料の財源はふるさと応援基金を充当いたします。 

 １３ページをお願いいたします。 

 ２款４項５目県知事及び県議会議員選挙費、補正額６２１万９,０００円です。郵

便料金や人件費、資材等物価高騰に伴う増です。財源は全額県委託金を充当いたし

ます。 

 次に、６目町長選挙費、補正額２４７万円です。投開票日が４月１３日になった

ことで入場券前倒し発送に伴うなどの増です。 

 １４ページをお願いいたします。 

 ３款１項６目障害者福祉費、補正額６,５１６万１,０００円は、１９節扶助費、

サービス報酬改定による自立支援給付費４,７１１万６,０００円の増などによるも

のです。 

 ７目重度障害者医療対策費、補正額３２万円及び８目ひとり親家庭等医療対策費、

補正額８６万円は、決算見込み増に伴う増です。 

 ３款２項１目児童福祉総務費、補正額８３７万円は、１節報酬８７万６,０００円

の増及び３節職員手当等４万８,０００円の増は、会計年度任用職員産休代替配置な

どによるものです。 

 １２節委託料７４４万６,０００円の増は、中牟田小学校第２学童保育所新築設計

委託料によるものです。 

 ２目児童措置費、補正額３４６万１,０００円は、障がい児受け入れ増に伴う補助

金の増です。 

 ４目子ども医療対策費、補正額２,１３７万５,０００円は、決算見込み増に伴う

増です。 

 １５ページをお願いいたします。 

 ４款１項２目母子衛生費、補正額１,４６４万６,０００円は、１２節委託料、利

用者増による産後ケア委託料１０４万８,０００円の増です。応援ギフト交付委託料

３８９万２,０００円の増は、決算見込み増に伴う増です。 

 ４款２項２目塵芥し尿処理費、補正額３６０万円の増は、使用済み紙おむつの分
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別回収を次年度４月から実施するため、専用回収ボックス購入費の増です。 

 ５款１項４目畜産費、補正額８億４,９５８万１,０００円は、櫛木区に建設予定

のＪＡ北九州ファーム株式会社の養豚場建設補助金の増です。財源は全額県補助金

を充てます。 

 ５目農地費、補正額１０２万１,０００円は、小石原第２地区における国の事業前

倒しに伴う負担金が増となったものです。 

 ６款１項３目観光振興費については、本年度より始めたＳＮＳでの観光情報発信

委託料が宿泊税交付金の対象経費となることから、観光振興基金２１７万７,０００

円を充当するものです。 

 続きまして、歳入をご説明いたします。 

 １０ページをお願いいたします。 

 １０款１項１目国有提供施設等所在市町村助成交付金、補正額１７万１,０００円

の減は、本年度交付額確定によるものです。 

 １４款２項３目民生費負担金、補正額３４６万６,０００円の減は、決算見込みに

よる保育料の減です。 

 １６款１項３目民生費国庫負担金、補正額２,３５５万８,０００円の増は、障害

者自立支援給付費に対する国庫負担金です。 

 １６款２項３目民生費国庫補助金、補正額２４１万１,０００円の増は、出産・子

育て応援交付金事業に対する国庫補助金です。 

 ４目衛生費国庫補助金、補正額４６万５,０００円の増は、母子保健衛生費補助金

の産後ケア事業に対する国庫補助金です。 

 １７款１項３目民生費県負担金、補正額１,１７７万９,０００円の増は、障害者

自立支援給付費に対する県負担金です。 

 １７款２項３目民生費県補助金、補正額１,１７０万７,０００円の増は、１節社

会福祉費補助金５８万８,０００円で、ひとり親家庭等医療費に対する県補助金４１

万４,０００円の増、ひとり親家庭等医療事務費に対する県補助金１万５,０００円

の増です。 

 １１ページをお願いします。 

 重度障害者医療費に対する県補助金１３万７,０００円の増及び重度障害者医療

事務費に対する県補助金２万２,０００円の増です。 

 ２節児童福祉費補助金１,１１１万９,０００円の増は、子ども医療費に対する県

補助金１,０４４万５,０００円の増、子ども医療事務費に対する２万６,０００円の

増、出産・子育て応援交付金に対する県補助金６４万８,０００円の増です。 

 ４目衛生費県補助金、補正額６６万９,０００円の増は、産後ケア事業費に対する

県補助金によるものです。 

 ５目農林水産業費県補助金、補正額８億４,９５８万１,０００円は、歳出で説明

した櫛木区の養豚場建設の県補助金です。 

 ８目商工費県補助金、補正額４１０万円は、福岡県宿泊税交付金が確定したこと

によるものです。 

 １７款３項２目総務費県委託金、補正額６２１万９,０００円の増は、県知事及び

県議会議員選挙執行委託金です。 

 ２０款２項１目１節財政調整基金繰入金１億１５０万４,０００円の増額は、今回

補正の一般財源調整によるものです。 

 １０節ふるさと応援基金繰入金、１３節観光振興基金繰入金につきましては、歳

出で説明したとおりです。 

 以上で説明を終わります。 
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 よろしくお願いします。 

 議  長  健康課長 

 健康課長  それでは、議案書５１ページをお願いいたします。 

 議案第５８号「令和６年度筑前町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）に

ついて」 

 令和６年度筑前町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）を別冊のとおり提

出する。 

 本日付、町長名でございます。 

 補正予算のフォルダの筑前町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）をお願

いいたします。 

 ２ページです。 

 令和６年度筑前町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、次に定める

ところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,５２５万１,０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５億６,２２３万９,０００円とするも

のです。 

 事項別明細書の歳入、７ページをお願いします。 

 今回の補正予算は、いわゆる団塊の世代が後期高齢者へ移行していることなどに

伴い保険料の増額が見込まれることから、歳入の後期高齢者医療保険料１,５２５万

１,０００円を増額補正します。 

 歳出、８ページをお願いします。 

 歳入に合わせて歳出２款１項１目の後期高齢者医療広域連合への納付金を同額補

正するものです。 

 以上で説明を終わります。 

 よろしくお願いいたします。 

 議  長  上下水道課長 

上下水道課長  議案書の５２ページをご覧ください。 

 議案第５９号「令和６年度筑前町水道事業会計補正予算（第１号）について」 

 令和６年度筑前町水道事業会計補正予算（第１号）を別冊のとおり提出する。 

 本日付、町長名です。 

 タブレットの補正予算書フォルダ、令和６年度筑前町水道事業会計補正予算（第

１号）をご覧ください。 

 ２ページになります。 

 令和６年度筑前町水道事業会計補正予算（第１号） 

 第１条、令和６年度筑前町水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによる。 

 第２条、債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおり

と定める。 

 事項、水道メーター検針業務です。限度額２,４００万円です。 

 令和７年度から令和９年度までの３年間で限度額の範囲において実施することと

しております。 

 財源内訳ですが、水道料金を財源として実施することとしています。 

 これは、令和６年度末をもって、令和４年度より３年契約で実施しております水

道メーター検針業務の履行期間が終了することとなりますので、令和６年度中に令

和７年４月からの新たな事業者を決定し、メーター検針業務を実施する必要がある

ため、このたび債務負担行為を定めるものです。 
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 新たな検針業務の執行予算は令和７年度予算となり、令和６年度分の予算額の変

更はございません。 

 以上で説明を終わります。 

 よろしくお願いします。 

 議  長  議案の説明が終わりました。 

日程第１４  

 議  長  日程第１４ 請願第２号「「少人数学級推進などの教職員定数改善」「義務教育費

国庫負担制度負担率の引き上げ」に係る意見書の提出を求める請願書」につきまし

ては、議会提出議案書等３ページの請願文書表のとおり、所管の常任委員会に付託

しましたので報告をいたします。 

 散  会  

 議  長  以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれにて散会します。 

 お疲れさまでした。 

（１１：０６） 

 


